
第 ４ ８ 回 秋田県泌尿器科集談会

一開催と演題募集のお知 らせ一

謹啓

余 寒の 侯、 先 生 にお かれま して は 益々 ご清祥 のこ と とお 慶 び申 し上 げま す。
さて この 度

、
「第４ ８回秋 閏 県 泌尿 器 科集 談 会」を 下記 要 領 にて 開 催 させ て戴 く ことと なり ま し た。

つ きま して は演 題を募 集 致 しま す の で、
奮っ てお 申 し込 み戴 き ま す よう ご案 内申 し上 げま す。

ま た、 今回 は 特別 講演 が 「医 療 訴訟 につ いて」 とい うこ と で泌 尿 器 科の みな らず 全診 療 科の 先 生方

に 多 数 ご参加 して戴け るこ と を 心 より お 待ち 申 し上 げて おり ま す。
謹白

会長 羽渕 友則

記

【目時】 平成 １７ 年 ３月 ２６ 目 （土）

【場所】 秋 田市 民交 流 プラ ザ ・ア ル ヴェ

１ ７ ： ３ ０ ～ １ ８ ’ ３ ０ （特 別 講 演）

１８ ： ３０ ～ （一般 演題）

２ Ｆ

秋１］ヨ 市 中 通 ７・１・３ ＴＥ Ｌ ０１８・８８７・５３１０

特別講演 『医事 紛 争と 医師の 責任』 （聴講対象者 全診療科医師）
西内 ・加 々 美 法律 事 務所 西 内 岳 先 生

（１） 医療訴訟の現状

（２） 医療 事故 を起 こ した場合 の 医 師の 責 任

①民事上の責任

②刑事上の責任

③行政上の責任

（３） （法的） 医療水準 （過失の判断基準）

（４） 説明義務

（５） い わ ゆ る期 待権 侵 害論

（６） 医 師 法 ２１ 条 の異 常死届 出 義務

【一般演題応 募要項】（対象：泌尿器科医）
一般 演 題 は３ ない し４題 を 予 定 して いま す。

ご発表 を ご希 望 さ れる 先 生は、 演題名、 所 属、 氏 名

（発 表者 に○ 印） を下記宛 ま た は 旭 化成 ファ ーマ の 担当 ＭＲ へ お 知 らせ 下 さい。

演題締切

演題送付先

平成 １７年 ３月 ５ 目 （ 土 ）

秋田大学医学部泌尿器科 松浦 宛

〒０１０’８５４３ 秋 田 市 本 道 １ － １ － １

Ｆ Ａ Ｘ ： ０１８’８３６’２６１９ＥＭａ１１ 虫
共催 秋田県泌尿器科集談会

旭化成ファーマ株式会社

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１８’８３６－２０６６

Ｆ Ａ Ｘ ： ０１８’８３６’２０６７


